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県内では、有料サイトの未納料金名目のＳＭＳ(ショ
ートメッセージサービス）を送り付ける架空請求詐欺の
予兆事案が多数確認されています。
この手口は、高齢者だけではなく、携帯電話を使用す

る全ての世代が被害に遭う可能性があります。

①携帯電話に下記のようなSMSが届く

②被害者が心当たりなくても確認のため、SMSに記載された連絡
先に電話をすると

などと言って、コンビニでの支払いを指示されます。

～被害防止のポイント～
・ SMSで身に覚えのない料金の請求が来たときは、
絶対に記載された電話番号に連絡せず、すぐに家族や
警察に相談してください。

～ＳＭＳを利用した架空請求詐欺の内容～

登録料金のお支払が完了していません。
本日ご連絡なき場合、法的手続きに移行します。
受付 ○○－○○○○－○○○○

・昨年退会したサイトの退会手続きができていません。
・本日中に支払わないと法的手続きを取ります。
・コンビニで電子マネーを購入して裏面に記載されてい
る番号を教えてください。
・利用されていないのであれば確認後返金しますので、
一旦お金を支払ってください。
・支払いが終わるまで、電話を切らないでください。

上記の文言が出たときは です詐欺
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